
トナー及びドラム仕様書 

 

１．物　品　名：トナー及びドラム 

２．規格及び仕様並びに発注予定数： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

　　　年間発注予定数は、令和６年度の実績に基づき推計したもので、発注を確約する

ものではない。 

３．リサイクルトナー特記仕様：メーカー非純正リサイクルトナーは、次の全ての条

件を満たした場合のみ代替品として認める。 

　⑴　Ｅ＆Ｑマーク付リサイクルトナーカートリッジであること。 

　⑵　純正品のトナーカートリッジを再生した製品であること。互換品、模造品では

ないこと。 

　⑶　リサイクルトナーカートリッジを原因とする印字不良等の不具合が発生した場

合であって、かつ、次のアからカに該当しない場合は、無償で交換すること。 

 項

番
規格及び仕様

年間発注 
予定数

備考

 

⑴
ＮＥＣ製トナー 
ＰＲ－Ｌ８５００－６５

７０個

PR-L8500-12を代替品として認める。ま
た、「３．リサイクルトナー特記仕様」を

満たした場合のみ、メーカー非純正リサイ

クルトナーを代替品として認める。
 

⑵
ＮＥＣ製トナー 
ＰＲ－Ｌ８６００－１２

４０個

「３．リサイクルトナー特記仕様」を満た

した場合のみ、メーカー非純正リサイクル

トナーを代替品として認める。
 

⑶
ＮＥＣ製ドラム 
ＰＲ－Ｌ８６００－３１

２５個
メーカー純正品に限る。

 
⑷

富士通製トナー 
ＬＢ３２１ＭＦ

５５個

「３．リサイクルトナー特記仕様」を満た

した場合のみ、メーカー非純正リサイクル

トナーを代替品として認める。
 

⑸
富士通製ドラム 
ＬＢ３２１

２５個
メーカー純正品に限る。

 
⑹

ＯＫＩ製トナー 
ＴＣ－Ｍ３Ａ１

８５個

「３．リサイクルトナー特記仕様」を満た

した場合のみ、メーカー非純正リサイクル

トナーを代替品として認める。
 

⑺
ＯＫＩ製ドラム 
ＤＲ－Ｍ３Ａ

３０個
メーカー純正品に限る。



　　ア　製造から１年以上経過している場合 

　　イ　不具合の発生したトナーカートリッジが回収不能の場合 

　　ウ　トナー残量が１０％以下の場合 

　　エ　落下やホッチキス針の巻き込み、誤使用等、取扱いに不備があった場合 

　　オ　返却した不良品が他社製品であった場合 

　　カ　天災・火災によるカートリッジの故障や損傷の場合 

４．数 量：１個単位で発注する。 

５．納 入 期 間：契約締結日から令和８年３月３１日まで 

６．発 注 方 法：随時、デジタル推進課より追加発注を行う。 

７．納 入 期 限：発注日の翌日午後５時までに本庁２階（エレベーターなし）のデ

ジタル推進課が指定する場所へ納入すること。ただし、午後５時

以降に発注した場合は、翌々日の午後５時までに納入すること。 

なお、メーカー在庫が不安定等の事情がある場合は、期限を定め

て大量に調達する等、別途協議することは可能である。 

８．回 収 方 法：空となったトナーを適宜回収すること。宅配業者による回収を可

とする。 

９．請 求 方 法：月初め～月末までの納品を１ヵ月分まとめての請求を希望。 

　　　　　　　　　受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から３０

日以内に代金を支払う。 

10．入札時の注意：入札書には、「２．規格及び仕様並びに発注予定数」の項番⑴から

⑺ごとに、１個あたりの単価、当該単価に予定数量を乗じた小計及

び全種類の合計を消費税抜きで記載すること。応札した合計の最低

価格業者を落札者とする。 

なお、契約は単価契約であるから、契約書には項番⑴から⑺の単

価を記載するものとする。 



問合先：岬町役場　総務部　デジタル推進課 

ＴＥＬ：０７２－４９２－２７２１


